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――会社の歴史を教えてください。創業時は「日
本医学雑誌株式会社」という社名だったそうですね。
　 当 社 が 創 業したのは終 戦 の 一 年 前にあたる
1944年8月18日。太平洋戦時下、企業の整理や
統括を目的とした「企業整備令」が公布され、日本
の医書出版社は、書籍を発行する「日本医書出版」

（後の金原出版）と、雑誌を発行する「日本医学雑誌」
（後の医学書院）に統括されることになりました。
　その際、「日本医学雑誌」を興したのが、それまで
兄弟とともに金原商店（後の金原出版）の運営にあ
たっていた私の祖父、金原一郎です。戦時下で食
材もなく休業していた東大正門前のフレンチレスト
ランを借り受けて社屋とし、わずか10名の社員で

スタートしました。当時、一郎は50歳、後に二代目
社長となる私の父、元（はじめ）は21歳の学生でし
た。やがて終戦を迎えると、大学を卒業した元は書
籍を発行する「学術書院」を立ち上げ、その後「日
本医学雑誌」と合併。双方の社名から2文字ずつと
り、「医学書院」の社名が誕生しました。蛇足ですが、
冒頭に書いた創業日のちょうど10年後に生まれた
のが私です。ただの偶然ではありますが（笑）、おか
げさまで当社は今年で80周年を迎えました。

――事業内容について教えてください。どのよう
な出版物を手がけていらっしゃいますか。
　医学・医療分野を専門に、年間150～200点の
新刊書籍、また30誌の雑誌を紙媒体、電子書籍、
ネット配信という形で発行しています。読者対象は、
医学・医療領域の研究者、医療従事者、またそれを
目指す学生さん。当社はいわゆる“健康本”などは
発行していませんので、一般の方はあまり目に触
れる機会がないかもしれませんね。

情報発信だけではない
付加価値の高いサービスを提供し
医療の発展に貢献していく

CloseUp Interview

株式会社 医学書院
代表取締役社長

金
かねはら

原 俊
しゅん

 様
さまざまな分野・環境で活
躍されている本郷法人会の
メンバー。今号は、株式会社
医学書院の代表取締役社長、
金原俊さんをクローズアッ
プ！出版物の紹介や今後の
事業展開、法人会について
のお話もうかがいました。

創業当初、社屋前で撮影された一枚。
左から2番目が金原社長の祖父・一郎氏。

創業社屋。社屋前の車（メルセデスベンツ）も
社が所有していたもので、著者の送迎に活躍した。

プロフィール
1954年、東京生まれ。1980年、学術
図書印刷入社。1984年、医学書院の米
国支社入社。1987年、医学書院の電子
出版の調査・開発に着手。2018年、代
表取締役社長就任。現在、日本医書出
版協会理事長、日本電子出版協会副会
長、自然科学書協会理事などを務める。
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――金原社長は電子出版にいち早く着目し、自社
製品を開発。「JEPA 電子出版大賞」を受賞された
と聞いています。
　出版産業の起源は、15世紀にグーテンベルグが
発明した印刷術にさかのぼりますが、それから500
年もの間、基本的に出版の形は変わりませんでし
た。ところが1985年頃からパソコン機器が出始め
て、「これは近い将来、電子を用いた情報伝達が盛
んになるぞ」と。そこで1987年、電子出版を調査
する委員会を社内に発足させ、企画・開発をスター
トしました。こうして1991年に発売したのが『今
日の診療 CD-ROM』という製品です。
　たとえば糖尿病であれば、診断・治療・薬剤につ
いていっぺんに検索できる画期的な製品でしたが、
当時のパソコンには CD-ROMドライブが内蔵さ
れてないため、先生方からは、「CD-ROMドライブっ
てどこで買えるんですか？」とよく聞かれましたよ（笑）。

『今日の診療』はそうした時代を経て、CD-ROM
からDVD、ネット配信へと変化しながら、当社のロ
ングセラーとして現在も多くの医療職の方々にご
活用いただいています。

――医書専門の出版社として、今後の展開につい
てはどのようにお考えですか。
紙の本から電子媒体へと変化し、人々にとっての出
版物の位置づけが変わりつつある今、出版社の役
割も変わっていくと思います。これまでは情報を収
集し、編集して提供することが私たちの役割でした
が、今後はそれを中心に据えながらも、さらに付加
価値をつけて、読者が抱える諸問題を解決するサー
ビスを提供していきたいと考えています。

　付加価値というのは、教科書を例に説明すると、
これまで出版社は教科書を発行するだけでしたが、
今後は学習効果をはかるテストも併せて提供したり、
個々の学生の理解度や課題が把握できるシステム
も提供していく。学校の課題は学習効果を上げる
ことですから、私たちもその課題に一緒に取り組み、
解決していこうというわけです。
　世の中の DX 化が急速に進み、紙の本の販売は
厳しい状況ですが、電子出版や配信サービスが拡
大したことで、新たな領域に役割が拡がっています。
今後は医療に携わる方が等しく高いレベルの情報
を共有することも可能となり、医療全体の質も高
められます。当社はこれまでと同様、的確な情報を
提供しながらも、付加価値の高いサービスを展開
し、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献していき
たいと考えています。

――最後に、法人会についてお聞かせください。
　税務署の方々との意見交換の場があったり、税
法の改正があれば、詳しい情報や対処法を説明し
ていただけます。そこが一つ、大きなメリットです。
　もう一つは、異業種の方との接点ですね。本郷
のあたりは医学書のメッカなんですよ。東大があ
るので、その城下町のような感じで医学書の出版
社が増え、日本の医学書出版社の8割方が本郷界
隈に集まっているんです。会社同士が近いので同
業者とのお付き合いは盛んですが、地域との接点
はなかなかなくて。本郷に根付いた企業として、同
じ地域にあるさまざまな企業様と一緒に活動でき
るのも、法人会のメリットではないかと思います。

株式会社 医学書院
〒113-8719 東京都文京区本郷1-28-23
TEL. 03-3817-5600 （社内案内）

現在の社屋。レンガ調の外壁が建物に存在感を与えている。 書籍の一部。同社では、医学・医療分野にかかわる
すべてのテーマを取り扱っている。 3



秋色の候、公益社団法人本郷法人会の皆様
には、益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上
げます。

この度の人事異動により、本郷税務署長を拝
命し、金沢国税局調査査察部から転任してま
いりました友永でございます。前任の島貫同様、
よろしくお願い申し上げます。

公益社団法人本郷法人会の五十嵐会長はじ
め役員並びに会員の皆様方には、平素から税務
行政に対しまして、深い御理解と多大なる御支
援を賜り、厚く御礼申し上げます。

貴会におかれましては、研修会や講演会の開
催を通じて、正しい税知識の普及や適正・公平
な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑
な執行に寄与いただくほか、女性部会の「税に
関する絵はがきコンクール」や青年部会の小学
校への講師派遣など、次代を担う子供達への租
税教育や地域社会貢献活動にも尽力されてお
られます。この紙面をお借りして心より敬意を
表する次第です。

さて、近年、税を含むあらゆる分野でデジタ
ル化が急速に広がる中、税務行政におきまし
ても、令和５年６月に「税務行政のデジタル・
トランスフォーメーション－税務行政の将来像
2023－」を公表し、事業者の方々のデジタル化
と併せて、税務行政もデジタル化を進めていく
ことで、皆様の生産性や正確性の向上をサポー
トしてまいりたいと思っております。

具体的には、ｅ－Ｔａｘ等の利便性の向上、
キャッシュレス納付など納付手段の多様化、マ
イナポータル連携による給与情報の自動入力な
ど、納税者の目線に立った様々な納税者サービ
スの向上に取り組んでいるところです。皆様に
は、引き続き税務行政のデジタル化に御理解を
いただきながら、財務諸表や勘定科目内訳明細
書等を含めたｅ－Ｔａｘでの送信やキャッシュレ
ス納付の利用の働き掛けをお願いできればと思
います。

また、令和５年10月から開始したインボイス

制度や令和６年６月に開始した定額減税につ
きましては、貴会にも御協力をいただきながら、
制度の周知・広報や各種説明会の開催等の取
組を進めてまいりました。今後とも、事業者の
方々の立場に立って、きめ細かく丁寧に対応し
てまいりますので、引き続きの御協力をお願い
いたします。

結びに当たりまして、公益社団法人本郷法人
会の益々の御発展と、会員の皆様の御健勝並び
に事業の更なる御繁栄を祈念いたしまして、着
任の挨拶とさせていただきます。

公益社団法人本郷法人会の皆様におかれまし
ては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度の人事異動により、目黒税務署副署長
から転任して参りました平でございます。前任
の波木井同様、よろしくお願い申し上げます。

貴会におかれましては、各種説明会のほか、
青年部会の租税教室、女性部会の絵はがきコン
クールといった様々な事業に取り組まれており、
税務行政の円滑な運営に多大なる貢献をされて
いるものと承知しております。その活動に対し、
心から敬意を表するとともに、お礼を申し上げ
ます。

ご存じのとおり、我が国の国税の多くは、申
告納税制度を採用しておりますので、税制や税
務行政に対する納税者の理解と信頼を得ること
が何よりも大切です。税務当局としては、税務
に関する周知・広報や説明会など施策の充実を
図っているところでありますが、このような施策
を効果的なものとするには、貴会のお力添えが
不可欠でありますので、引き続き、税務行政に対
するご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し
上げます。

結びにあたりまして、公益社団法人本郷法人
会の益々のご発展と、会員の皆様方の事業の
ご繁栄並びにご健勝を心から祈念いたしまして、
着任の挨拶とさせていただきます。

Message from the Newly Tax Office Superintendent & Executives 2024

着任のご挨拶
本郷税務署長 友永 将之

本郷税務署副署長 平  直樹
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Executive Profile
本郷税務署新幹部プロフィール

5

歴史ある本郷の地で、学ば
せていただくことが多いと
思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

本郷法人会の皆様のお役
に立てるよう、ホットな情報
を発信してまいります。ど
うぞよろしくお願いいたし
ます。

役　職役　職

役　職

役　職

役　職

役　職

名　前名　前

名　前

名　前

前　任前　任

前　任前　任

前　任

出身地出身地

出身地出身地

趣　味趣　味

趣　味

趣　味趣　味

モットーモットー

モットー

モットーモットー

メッセージメッセージ

メッセージ

メッセージメッセージ

法人１部門 審理担当上席法人３統括

法人１統括

副署長

総務課長

署長

馬田 孝子

古野 多賀江

平　直樹

まだ たかこ

この たかえ

たいら なおき

豊島署 法人1 
上席

目黒署 副署長金沢国税局 調査査察部
統括官

福岡県

東京都大分県

アイスホッケー観戦

ランニング・料理自転車

笑顔でいること

経験に勝るものなし
水墨画

誠実努力あるのみ

本郷の地で心機一転、ゆと
りある仕事をしていきたい
と思っておりますので、ど
うぞよろしくお願いいたし
ます。

本郷法人会の皆様には、日
頃から大変お世話になって
おります。新たな地で、皆
様と一緒に歩んで参りたい
と思いますので、よろしく
お願いします。

本郷で勤務できることを本
当に嬉しく思っています。
精一杯務めてまいりますの
で、どうぞよろしくお願い
いたします。

名　前

名　前

髙橋 直樹

友永 将之

たかはし なおき

ともなが まさゆき

前　任

出身地

神田署 法人２
統括官
和歌山県出身地

趣　味

モットー

メッセージ

埼玉県
スポーツ観戦（TV）
何事も全力投球
本郷に異動したことも何か
の縁ですので、本郷のこと
を精一杯勉強したいと思い
ます。どうぞよろしくお願
いいたします。

新宿署 個人１
統括官

小峰 英嗣
こみね えいじ

神奈川県
料理・ウォーキング
健康第一

麻布署 法人８ 
統括官



税務署だより tax offi  ce message
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message

イメージキャラクター

エルレンジャー
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各地に事業所を持つ同族経営の有限会社に税務調査が入りました。調査官は役員および従業員の給
与関係について調査を始めています。
調査官　役員の状況を見ると親族関係の方が多いですね。
代表者　ええ、気心が知れているので経営しやすいのですよ。
調査官　甲さんは監査役となっていますが、営業所長でもありますね。
代表者　それが何か問題でもありますか？
調査官　商業登記簿や定款にも監査役の記載がありますので間違いないですね。一人別の給与台帳を

見ると監査役の甲さんには基本給、通勤手当のほかに残業手当、深夜手当および休日手当（以
下「残業手当等」）並びに賞与の支給もされています。

代表者　甲は監査役ではなく使用人です。会社設立の際に、定款のひな形に記載されていた監査役の
欄を埋めるために甲に無断で名前を借用したので、定款および商業登記簿に甲の名前が記載
されているにすぎません。現に、甲は他の従業員と同様の給与基準に服するとともに、雇用保
険に加入し、毎日現場に従事をしています。

　　　　甲が監査業務に携わったことは一度もなく、いわば名目上の監査役であり、実際には使用人と
して働いているのだから、使用人としての職務を有する役員、つまり使用人兼務役員ですね。

調査官　結論から申し上げますと、監査役は使用人兼務役員になることが許されておりません(法人税
法第３４条第５項および法人税施行令第７１条第１項第４号）。法人税法では定期同額給与を除き、
これを損金に算入することができないとされています（法人税法第３４条第１項）。

　　　　本件の場合、残業手当等については支給額が一定でなく、また、賞与についても支給時期や支
給額が一定していませんので、定額給与には当たらず臨時的な給与に当たり、かつ、使用人兼
務役員になり得ない監査役に対して支給されたものであるから、損金の額に算入しない役員
賞与に該当するとともに、損金の額に算入されない役員の給与に該当します。

　　　　従って、本件残業手当等および賞与を所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできま
せん。

代表者　甲は適法に監査役に選任されていません。また、甲は専ら使用人としての業務を行っていたの
であるから、本件残業手当等および賞与を所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきです。

調査官　有限会社法では「原始定款によって監査役を選任することができる」こと、あなたの会社の「原
始定款に甲を監査役に選任する旨の記載がある」こと、「甲はあなたの会社の従業員であり、
原始定款に甲の記名押印が認められる」こと、「原始定款の認証を受けるためには、従業員の
印鑑証明書を公証役場に提出する必要がある」こと等の事情からすれば、甲は、自己の意思に
基づきあなたの会社の定款によって適法に監査役に選任されたと認められます。

　　　　そして、実定法上および租税法上、監査役が使用人を兼ねることは禁止をされている以上、専
ら従業員としての業務を行っていたこと等をもって、適法に選任された監査役を従業員として
扱うことはできません。

【筆者紹介】
牧野義博（まきの・よしひろ）　東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調
査官、調査開発課長等を経て八王子税務署長を最後に退官。東京都新宿区で税理士登
録。著書には『ザ・税務調査１～３』『税務トラブルと債務の確定』（大蔵財務協会）ほか専
門誌等に執筆。ＨＰは「牧野義博税理士事務所」で検索。全国各地で講演会も行っている。

【実践税務調査】
名目監査役に支払った賞与および

残業手当の取扱い
税理士　牧野 義博

TOPIC
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ビジネスや生活に役立つ各種サービス一覧
会員企業の皆様をサポート

企業経営に役立つサービス

都内法人会会員様限定の各種サービスをご用意。
他にはないビジネス支援に特化したサービスは、様々なビジネスシーンに対応でき、経営力に圧倒的な差が生まれます。

会員向けサービス詳細に
ついては、こちら！
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法人会の活動

7月16日（火）、源泉部会による労務セミナーを
医科器械会館において開催しました。今回は「新任
担当者向け労務入門セミナー～労働法・労働手続
に関する基礎知識～」と題して社会保険労務士の星
名真喜子氏を講師に迎え開催しました。人口減少
が進み、労務担当者の役割が幅広くなってきており、
人事労務業務の重要性（自社の人事戦略が企業価値
向上等につながる）をはじめ、コンプライアンス・労
働法遵守の必要性、社会保険関係手続きのポイント

（作業のタイミング、各種制度の紹介）等、具体的な

事例を交えながら解説いただきました。

社会貢献研修委員会 （仲田和人委員長）と女性
部会（飯村早苗部会長）では、東京都赤十字血液セ
ンターの献血活動を 7月18日（木）に行いました。
この活動の主催で会場となった文化シヤッター様で
は様々な CSR（企業の社会的責任）活動に参画して
おり、同社が長年取り組んでいる献血活動に法人会
も賛同し、共催という形で全面的に協力しています。
当日は同社社員のほか、法人会会員、一般の方を含
め 43名の方にご協力をいただきました。次回は来
年１月を予定していますので、引き続き多くの方の

ご協力をお願いします。

8月22日（木）、文京区民センター会議室におい
て青年部会夏季研修会「No Design No Life ～身
近なデザイン研修～」を開催しました。今回の企画は

「綺麗にかける！自分の名前の書き方講座」、「スマホ
でおしゃれ写真を撮る 3 つのテクニック」の 2 つを大
きなテーマとして、講師には青年部会幹事で小安商
店の小安宗徳氏を迎え行いました。
「名前の書き方講座」では綺麗に書くコツとして、

まっすぐ書く、バランスを取り続ける、前後の文字バ
ランスについて説明いただくとともに、参加者自身
が事前にご自分の名前を記載したものを小安講師が
自ら添削しておき、一人ひとり丁寧にアドバイスを送
りながら進めていました。
「スマホ写真講座」では 3 つのテクニックとして、構

図を決める、写さないものを決める、平行を取る（カ
メラは地面と垂直・水平に）等といったことを説明し
た後、参加者に実際に会場周辺を散策してもらい身

近なものを撮影してくるといったフィールドワークも
行いました。

人生において自分の名前を書く回数は数千回に上
るとも言われていますが、ちょっとしたコツでより綺
麗で見やすい文字を書くことでき、また、誰もが日常
となっているスマホでの写真撮影についても簡単な
テクニックを意識することでいつもとは違う仕上がり
になることを体験でき有意義な研修会となりました。

「労務セミナー」を開催
－源泉部会－

社会貢献活動の一環として「献血活動」を実施
－ご協力ください！命が救える身近なボランティア活動－

夏季研修会「No Design No Life～身近なデザイン研修～」を開催
－青年部会－

▲講師の社会保険労務士　星名真喜子氏

▲献血にご協力いただきありがとうございました

▲一人ひとりにアドバイスをする小安講師
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　今号にも掲載されておりますが、7月の人事異動で本郷税務署に新たに友永署長と平副署長がご着任されました。数ある税務署の
中でこの本郷にご着任されたのも何かのご縁だと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
　さて、早いもので今年も残り3か月ほどとなりました。11月には「署長講演会＆特別講演会」や「ワインセミナー」、そして年明け1月に
は新年賀詞交歓会、新春講演会といった行事を予定していますので、皆様よろしくお願いいたします。　　　　　　　　　 （事務局　記）

9 月号 編集後記

   “税を考える週間” 協賛行事 「署長講演会＆特別講演会」
日時：令和6年11月5日（火）13:30 ～ 16 :10
場所：東京ガーデンパレス「天空の間」（文京区湯島1-7-5   電話3813-6211）
● 署長講演会
　演　題：「税務行政の将来像」 
　講　師：本郷税務署長   友永 将之 氏

参加費：無料
定　員：50名
お申し込み方法：開催案内チラシ（参加申込書）に必要事項をご記入のうえ、
　　　　　　　   FAX 又はメールにてお申し込みください。
申込期限：10月29日（火）　※定員になり次第締め切らせていただきます。
FAX：03-3815-2401　 e-mail：info ＠ hongohojin.or.jp

   「酒税法とワインセミナー」
日　時：令和6年11月27日（水） 16 :30～18 :30
場　所：ホテル機山館（文京区本郷4-37-20　電話：3812-1211）
講　座：「酒税法とワイン」※セミナー終了後、試飲・懇談会を行います。
講　師：神田税務署 酒類指導官　山根 和彦 氏
参加費：会員2,500円／一般3,000円（当日申し受けます）　　
定　員：25名
お申し込み方法：開催案内チラシ（参加申込書）に必要事項をご記入のうえ、
　　　　　　　   FAX 又はメールにてお申し込みください。
申込期限：11月18日（月）　※定員になり次第締め切らせていただきます。
FAX：03-3815-2401　 e-mail：info ＠ hongohojin.or.jp

あけひとみ 氏

● 特別講演会
　演　題：「地域活性化に繋ぐ   世界遺産のブランド力」
　講　師：世界遺産検定マイスター／
　　　　   世界遺産アカデミー認定講師
　　　　   あけひとみ 氏

■ 令和 6 年 9 月号（No.514）発行所 公益社団法人 本郷法人会　　発行人 : 広報委員長 鵜野 眞理子
　 〒113-0033　文京区本郷 3-26-8 数寄屋ビル 2 階　電話 3812-0595　FAX 3815-2401
　 URL：https://www.hongohojin.or.jp/

新規会員様、ぜひご紹介ください！
　法人会では、税務や企業経営に関する各種研修会の開催、社会貢献事業、異業種間の交流など、幅広い事
業活動を積極的に展開しています。
　また、若手経営者等による青年部会、女性会員による女性部会では、小学6年生を対象とした租税教室や、
税に関する絵はがきコンクールなど活発な活動を行っています。
  たくさんのメリットがあります！
● 大同生命・AIG損保・アフラックとの提携による、経営者大型保障制度や企業をリスクから守る保険、従業員
の皆さまもご加入いただける個人の保障制度まで、法人会割引制度で通常より低額でご加入いただけます。

● ラフォーレ倶楽部、プリンスホテルなどの保養施設を会員価格でご利用いただけます。
　このほかにも経営に役立つメニューや、会員価格でご利用いただける福利厚生制度を取り揃えています
　（9ページ【会員専用経営支援サービス】をご覧ください）。

本郷法人会事務局   TEL：03-3812-0595  FAX：03-3815-2401  e-mail：info＠hongohojin.or.jp

新規入会は随時受け付けております。会員の皆様の知人やお取引先の経営者の方で、法人会に未加入の方が
おりましたら、ぜひご紹介ください！

どなたでも参加できます。

どなたでも参加できます。

11



40

42.4

44.6

46.2
48.5

37

39

41

43

45

47

49

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

都税のキャッシュレス納税比率（％）

東京都文京都税事務所

〒112-8550 文京区春日 1-16-21

文京シビックセンター内

代表電話 03‐3812‐3241

法人事業税・法人住民税のおすすめ納税方法

https://www.hongohojin.or.jp/

税務ニュース
No. 514
令和6年9月号

【目次】
Close Up Interview ____ 2～3
着任のご挨拶
本郷税務署長　友永 将之 ____ 4
副署長　　　　平  直樹 ____ 4
本郷税務署新幹部プロフィール ____ 5
税務署だより ____ 6
都税事務所だより ____ 7
TOPIC 名目監査役に支払った賞与
および残業手当の取扱い ____ 8
会員支援サービス一覧 ____ 9
法人会の活動 ____ 10
事務局だより ____ 11


